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書式第4号 (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 絶対値基準用)

(注意事項)

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前 2年 (初回のみ 2年、更新は5年)内に終了し
た各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。
例えば、3月決算法人が24年 6月 に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行つていなければ、実

績判定期間は初めて認定を受ける法人の場合は22年 4月 1日 から24年 3月 31日 (更新時は5事業年度)と なりま
す。

・ チエック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック欄」にチェックを
記載してください (第 2表以下についても同様です。)。

・ なお、認定審査の過程において、年3, 000円 以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合があ
りますので、寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

法人名 特定比叡襟活1法人グッドネーバーズ.ジヤ′|ン 実績判定期間 平成 25年 1月 1日 ～平成 29年 12月 31日

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円 以上である寄附者の合計

1

2

3

数が年平均100人以上であること

ノ

【留意事項】

寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。
寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてください。
役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者である場合、それL@hte\fiE@#.t:tdb/iL\r < /i * r\"

チ ェ ッ ク 欄

実績判定

期間内の

各事業年度

◎ ⑮ ◎ ① ◎ ①

平成万年1月 1日 平成%年 1月 1日 平成27年 1月 1日 平成28年 1月 1日 平成29年 1月 1日 平成 年 月 日

平成25年 12月 31日 平成%年 12月 31日 平成27年 12月 01日 平成28年 12月 31日 平成
"年

12月 31日 平成年月 日

年 3,000円以上の寄附

者の数が 100人以上で

ある

″コい、いいえ

こノ いいえ

い い

え

L\L\.z
/
＼

・ヽ いいえ はい 。いいえ

【寄附者名簿チェック欄】

囲 寄附者の氏名 (法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。
日 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

И 役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

上記の欄で『いいえ」にOがついた場合は、下記の欄で判定 して ください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円 以上の寄附者の数が年 100人未満の事業年度
がある場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してください。

年 3,000円 以上の

寄附者の数

◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 合計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月未満の端数がある場合は、一月に切 り上げます。

B 月

人 ≧ 100人
実績判定期間の年 3,000円以上の寄附者数

実績判定期間の月数

×  12

↑

小数点以下は切り捨てます。

A
人

B
月

自

至

は い

は い
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書式第6号の① (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表 (第 2表 )

(注意事項)

法人名 特定非営利活動法人′ッドネ~バ~ズ・ジャバン チェック相

ノ

会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供
員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等
を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住 し又は事務所その他こ
れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する責
産の譲渡等を除く。)

(注意事項) 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

2

イ

実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること

(以下「資産の譲渡等」という。)、 会

である活動 (資産の譲渡等のうち対価

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標)

403,592,481円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 2,283,592円

"②
ヘ

基準となる割合 (②―①) ③ 0.56%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行わ

るもの等を除く。)に係る金額等
③

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑤

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 2,283,592円

特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (④ +⑤ +◎ +①+◎ ) ① 2,283,592円

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジヤパン チェッタ

"日

ノイ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び
帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途力期 らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

3運営組織及び経理に関して次に掲げ6f,+r:i66LrL\6it

イ

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④■③

① ② ③ ④ ⑤

③ 25年 1月 1日 ～%年 12月 31日 7人 0人 0% 2人 142%

⑤ 26年 1月 1日 ～26年 12月 31日
7人 0人 0% 2人 28.5%

◎ 27年 1月 1日 ～27年 12月 31日
7人 0人 0% 2人

".5%
①

"年
1月 1日 ～28年 12月 31日

7人 0人 0% 2人 25%

◎ 29年 1月 1日 ～29年 12月 31日
7人 0人 0% 2人

".5%
申 請 時

7人 0人 0% 2人 133%
(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してくださし、

C及訳うこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださし、
(例)33. 333…

"る

 ‐■. 33. 396

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

V

V

(注意中D
認定基準等チェック表 (第 3コ|は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1臓Dに田載した事項について、

添付を省略することができます。

日

項  目

上記を証する書類の名称とその内容等



項 目 ③ ⑥ ◎ ① ∠〈ヽ ル黒‐ミ

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている
!\L\i

′
´ ~ヽ

)

いいえ

/´
｀
、 |

いいえ いいえ
いいえ

zr――ヽ
、

t, \i \i

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の
保存を青色申告法人に準じて行つている

いいえ

レ

いいえ
l/\v\i t, \L\i

はい

いいえ

いいえ

項 日

【 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有・① 有。① 有。① 有・① 有・①

ハ

3 2 ιくだ

第3表 (次葉)

ヽ ン

V

礎意:中Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改
めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事
業年度 収は各り を記載しま丸

第3表付表 1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及
び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|ま 「定款 (又は会貝り第○条に正会員の表決権 (又は議決

稽)は平等に一票を与えると規定」のように厭環配しまり「。
,\a&ffi 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したもので九

漱 の騒 を受|ヽ
“

の堕EL
二」ΩLυヨ饉ヨユ菫曇藝塑■産番
付 してくださし、

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「1豊」 に「o」

した場合に,主_第 3表付表2「帳簿組

し して だ い

の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したもので九

はいは い

は い はい

はい

′まい
はい



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

福井玲

○ ○ ○ ○ ○ ○

理事 H20年 7

月 10日

就任

法人名
特定非営利活動法人

グッドネーバーズ・ジャバン
③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数

(1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最 も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数

7人 7人 7人 7人 7人 7人

0人 0人 0人 0人 0人 0人

2人 2人 2人 2人 2人 0人

窪誠 理 事

○ ○ ○ ○

H16 年

12月 21

日就任

H30年 3

月 16日

辞任

○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況
氏   名 住  所 職名 続柄等

③ ⑮ ◎ ③ ◎ 申請時
就任・退任

年月日

韓福相 理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

H161 年

12月 21

日就任
V 李一夏 理事

○ ○

H16年

12月 21

日就任
○ ○ ○ ○

小林貴 理事

○

H20年 7

月 10日

就任

H25年 3

月 15日

辞任

H25年 3

月 15日

就任

○

監事

○ ○ ○ ○

V



李健泳 理事

○ ○ ○

舵5年 3

月 15日

就任

H301三 3

月 16日

辞任

○

監事

○

H16 年

12月 21

日就任

H251F3

月 15日

辞任
小泉智

○ ○ ○ ○ ○ ○

理事

‐

H24年 3

月 18日

就任
龍 (岡本)千恵 理事 H30年 3

月 16日

就任

○

姜恩和 理 事

○

H30年 3

月 16日

就任
(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 :項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事
項について、添付を省略することができます。

V



書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

V

V

法 人 名

特定非営利活動法人/ry l-".t-r\-X . 9t., {:z

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詢限の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (マネーフォワ

―ドクラウド会計)使用

)v-At)*7

随時 7年間

仕口訳日記帳 会計ソフト(マネーフォフ

― ドクラウド会計)使用

/v-At)-7

随時 7年間

給与台帳 エクセル使用

ノレーズリーフ

月 1回 7年間

棚卸資産台帳 エクセル使用

ノンーズリーフ

随時 7年間

(配載ヨ渤



法人名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジヤパン チック欄

ノイ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと
口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与え
と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えない
の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこ
記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にあ

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

こ対

た

こ対

」活動I %以上

しヽな と 役員 又
‐
‐ は役員

‐ .

〒 .が支配する法人

と 等 !役員 し の選任役員 その他当法人

と 及び営利 目を と的 し 事業を行 つ
ヨ=憫 上

る ヽ者 ! し寄附 しを行わな と
′ 実績判定期間 おける事業費の総額のつ ち 卜営詢特定リ る係 事業費の額の め占 る 8合が割 0 で

る とあ

イ

ロ

項 目 ④ ⑥ ◎ ① ◎ 申罰早寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・① 有。① 有・① 有・① 有・⑩ 有・①

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれこけ る帽目助
有。① 有・⑩ 有。① 有・① 有。① 有・①

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は吹党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有・① 有・① 有。① 有・⑬ 有・① 有 .①

項 日

【 ④ ⑤ ◎ ③ ◎ 申読馴寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支
給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過
大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給
に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有・① 有・① 有・① 有・① 有・①

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有。① 有・① 有・⑬ 有・⑩ 有。①

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営
に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有・① 有。① 有・① 有・⑩ 有・①

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公
職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無

有・① 有・① 有・① 有・① 有・① 有・①

書式第lo号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 )

鮭意ヨD

(初舅0

ゝ
ヽ中′

ヽン

「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載
及び添イ劇

~る
必要があります。その場合、「認定基準等チエック表 第4表 (次菊 (ハ及び二)」 の記コ扱び添付の必要はありま

せん。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい
て、添付を省略することができます。



V

V

(第 4表 :処輸

G意:中Q
・「認定基準等チエック表 (第 4表 次コ0(ハ及び二)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出■驀Dの提出時に

は記載及び添付の必要はありません。
・「ハ及び二」αЭこついては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してくださし、

項 日

【 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 403,5",481円

特定非営和活動に係る事業費の額 ② 4Ю,645,"3円

輌排断 1括珈坤1拾 ②二③ ③ ∞.お%

ハ

注・「ハ」について、事業費以外の指
欄により,障を行う場合には、
使用した指標及び単位を口崚
してください。
・損■諧‖田書により算出した場
合について:よ 配颯要傾の注意

事項をヨ閥曰くださしヽ

使用した指標 単位

皇量産型堕幽亜重塑整
型iL≦K菫望L

項
日

【 実嚇開蜀」口問

受 入 寄 附 金 総 額 ① 432,691,585円

受入寄附金総額の うち特定非営
利活動に係る事業費に充てた額

② 397,256,581円

受入寄附金の充当割合 (②―①) ③ 91.81%



書式第 11号 (法第 44条・51条・58条関係 )

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

法人名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特
殊の関係に1)にある者 (以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給等 儀肇挫壁製圃及⊇望董書の提

日 日か の日までに レ
1) について以下の項目を記載してくださ

しヽ

(注 1)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
③ 上認Э又lま0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

1 役員に対
・
する報酬又は給与の支給

2 役員の親族等 ¨ )である職員に対する給与の支給

受給者の氏名等 役員との関係 支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当なし 円

円

円

円

円

円

(注 2)f役員の親族等」とは、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係にある者をいいます (「特殊の関的

は (注 1)参照)。

3 給与を得た職員の総数及臨

集 計 期 間 平成25年 1月 1日 ～ 平成∞年 7月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

"人
86,425,775円

氏    名 職 名 支 給 期 間 等 支 給 金 額

平成25年 1月 1日～

平成Ю年 7月 31日
係評⇒ ∞,107,9(D円

円

円

円

円

円

V

G意1中0
「役員等に対する輌酬等の状況 (第 4表付表 1)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等曰出書類)の提出時に|まE馘

及び添付の必要はありません。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観濯等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

‐



書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等

(注意事ID

第4表付表2(初葉)

V

‐

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出
時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dに記載した事項について、
添付を省略すること力t‐できます。

法人名 特定非営禾1括戴法人グッドネーバーズ・ジャパン

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と
特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又 lま役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 ∈塞芭|

申 か の で に つた
の項目を記載してくださし、

について以下

(注)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。
① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
③ 上記Э又|まDに掲げる関係にある者の配偶者及び=親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

(2)資産の貸付け (金銭の1貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資 産 の 内容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

円

円

円

円

円

円

円



第4表付表2(2欠舅D

｀ ン

V

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

84489円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 26年 1月 1

日から平成 %年
12月 31日

05,126円 同上

平成 27年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

57,"2円 同上

平成 田 年 1月 1

日から平成 28年
12月 31日

574αЮ円 同上

平成 四 年 1月 1

日から平成 29年
12月 31日

471,"1円 同上

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

1,"2,796円 村落開発事業に関す

る資金援助

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

該当なし

3 支出した割附金

出上L型佳D
び か の までl

取 引 先 の 氏名 等
法 人 と の

関   係
役務の提供の内容

役務の提

伴 F月 日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



_ヽ′

V

平成 27年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

1,770,716円 同上

平成 28年 1月 1

日から平成 田 年

12月 31日

1,84a&始 円 同上

平成 29年 1月 1

日から平成 29年
12月 31日

7,1“,982円 同上

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

1,2&),98円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 %年 1月 1

日から平成 %年
12月 31日

1,16ι

“

0円 同上

平成 々 年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

1,173,()32円 同上

平成 田 年 1月 1

日から平成 28年
12月 31日

1,572118円 同上

平成 29年 1月 1

日から平成 29年
12月 31日

■61Q%2円 村落開発事業及びミ

ャンマー避難民人道

支援事業に関する資

金援助

平成 ∞ 年 1月 1

日から平成∞年 7

月31日

7:B,970円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

2,181,αD円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 26年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

2122,243円 同上

平成 四 年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

2065,2慇 円 同上

平成 28年 1月 1

日から平成 28年
12月 31日

L68426円 同上

平成
"年

1月 1

日から平成 29年
12月 31日

1,α焙,188円 同上

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

5[8,152円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 %年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

499,鋭り円 同上

平成 %年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

1,630,433円 同上



V

V

平成 27年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

431,492円 同上

平成 四 年 1月 1

日から平成 28年
12月 31日

7(Ю,249円 同上

平成
"年

1月 1

日から平成 29年
12月 31日

“

Ю,α浴円 同上

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

1,591,以B円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 %年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

2169,∝4円 村落開発事業及び干

ばう被災者支援事業

に関する資金援助

平成 27年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

11珀3,468円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 田 年 1月 1

日から平成 28年
12月 31日

1,380,532円 同上

平成
"年

1月 1

日から平成 29年
12月 31日

911,468円 同上

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

優6,118円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 %年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

"Ю
,9"円 同上

平成 27年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

321,193円 同上

平成 田 年 1月 1

日から平成 器 年

12月 31日

344%2円 同上

平成
"年

1月 1

日から平成 29年
12月 31日

131782円 同上

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

4188,2`m円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 %年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

4080,8B円 同上

平成 27年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

3,465,553円 同上

平成 28年 1月 1

日から平成 28年
12月 31日

4αX,817円 同上



V

V

平成
"年

1月 1

日から平成 29年
12月 31日

291Q∝B円 同上

平成
"年

1月 1

日から平成 29年
12月 31日

2,083,∝Ю円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 Ю 年 1月 1

日から平成∞年 7

月31日

5,065,98円 同上

平成 %年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

L鋭
'9,α

Ю円 台風被災ノ」ヾ学校再建

事業に関する資鶴

助

平成 26年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

“

,レЮ円 フェアトレードグッ
ズサンプル仕入

平成 26年 1月 1

日から平成 26年
12月 31日

1田,4(Ю 円 村落開発事業に関す

る資金援助

平成 27年 1月 1

日から平成 27年
12月 31日

15,91,&Ю 円 洪水被災者支援事業

に関する資金援助

平成 田 年 1月 1

日から平成 8年
12月 31日

優Ю,772円 ハリケーン被災者支

援事業に関する資金

援助

平成 25年 1月 1

日から平成 25年
12月 31日

■1“,22円 村落開発事業に関す

る資金援助

α慮|■O
「役員等に対する資産の醸蔵等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■書Dの提出時

には記載及び添付の必要はありません。
.認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



V
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書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 5表 )

(注意事
'D

認定基準等チエック表第5表は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が
あります。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジヤパン チェック利用

ノ

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等
口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する:書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項
等を記載した書類

5 次に掲げる書類について
務所において閲覧させるこ

閲覧の請求があつた場合には、正
と

当な理由がある場合を除きこれをその事

こその予定日を記載した書類び使途並び|

へ 助成の実績並びlこ海タト,2ヨ

`螢

自争
`)」

≧客亘及

同  意

する

次に掲げる:割頃について閲覧の請求があった場合
の事務所において閲覧させることに同意する。

には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

※閲覧に関する細則 紹レ嚇隕D等がある場合に|よ その細則 (社内光眼〔D等を添付してくださし、
L/tt, '

イ

(事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の
は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

① 事業報告書等

氏名及び住所又|

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を調成した割蹟

日網瑚静覇ン)役員報酬1又は職員給与の:翅御こ関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、イ昔入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは=親等以内¢瑳則突又はこれらの者と′籠殊
の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員
`頻

酢堵若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する
割附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並酬こその割附金の額及び受領年月
日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び
使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は銭 の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対
する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し



法人名 特定非営利活動法人グッドネ~バ~ズ 。ジャパン

‐

｀ン

書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエツク表  (第 6、 7、 8表)

認定基準等チエック表  (第 6表 )

認定基準等チエック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

(注意中Q
法第

"条
第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チエック表 (第 6表及び第8:D

は、配載する必要はありません。
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チエック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

チック欄
6 む各事業年度 卜営利活動促進法 こ規定

り こ提出

実績判定期間 含を ヨの特定 2 8第 条 るす 事業報告書等及び役員
簿並名 び| 定款等 同法を 2 9第 条の規定I よ 所轄庁 | てし し る と

③ ⑮ ◎ ③ ◎

有 鉦
小 有 鉦

か 有 鉦
小 有 ・ 無 有 鉦

ハ

こ規定す 事業報告書等及 こ定款等の
28特定非営利活動促進法第 条 l る 簿並び役員名 びヤ 出'所轄庁への提 の有無

チェッタ椰用る行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利
益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

7 法令又は法令に基づいてす

′

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有

“

囲ヽ
じヽy 有・ ① 有 ・ ① 有 ・ ⑩ 有 ・ ⑩ 有 ・ ⑪

③ 認定基準等チエック表 (第 7:記|は、法第55条第1

び添付する必要があります。
項に基づく書類 (役員鞭聯熙襄寵出書:Dの提出喘こ記載及

法令に違反する事実、偽りその他不正の行

事実の有無

為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

チェック欄した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

8 申請書を提出

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人グツドネーパーズ・ジヤパン 九ック相

ノ

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 Cコ暉嗅1'
若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなしヽ音二 暴力団の構成員等 C域中隻2)

2
3
4

5
6

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人
口

法`令等f

国税又
(認

「 4
ら

しと
は地方税I

認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
定款又は事業計画書の内容カ こ違反している法人

は地方税の滞納処分の執行が るヽもの又は当該滞納処分の終了の日から3されてし
年を経過しない法人

こ係る重加算金を課さ国税に係る重加算税又 れた日から3年を:経過しない法人次のいずれかに該当する法人

こ該 場合
卜営利活動法 り た場合

り れたお その取消 た た 以 」活動法
を行 た

以上
た 行 がな た な

認定 仮認定又lま認定 間の有効期 の 1更新の基準 かカ わヽ ずら 次のL ずヽれi｀の欠 由1格事 該当す 人る法ま認定 仮認定又 ま認定|の有効期間の1更新を受 るナ とができ せま ん
1 ヽの役員 つ ち の次 しずれかl 当する者がある

イ 認定特定ヨ 人が認定 取を さ,肖 れ 又 ま仮認定特定△

1非
営利活動法人が仮認定 取を ,肖 さ 場し て しの原因と つな 事実が つあ 日 1前 年内 当該認定特定1非営利 人又は当該仮認定特定非営利1活動法人の その 業務 つ あ理事で つ 者でその|取 肖 のし か日 5ら 年を経過し じな のもロ 禁錮 の 刑 処せ られ 、 の執そ 1行 つを終わ 又 I日 まその執|

コ颯
,くを ナる と つな 日か ら 5 年し しを経過嗜

イ 暴力団

役員のうち、次のいうツしカヽこ該当する者の有無
イ 認定特定非営禾1括郵琺決が認定 れた場合又は仮認定特定非営禾I括ヨ縦人カ

おしれた場合 な た事実があ た 以前

のその業務を行 た者で
な

を取 消り さ 幼認定 取を |

γ肖り さ の |て そ し取消 ′
,)の原因と ´

=〉

日 1 年内 当該認自検琲
|」活動法人又ゼ押 は 当該紡溜毀目寺市非営力腑幡″■人 理事でつ ・ 1)あ の |そ し取消

の 日カ ら 5 し午 しを組過 者ヽの有無

有・①

ロ 禁鋼以_L¢卵」こ処せ の執行を た な た
を謳EEしな

ら それ、 終わ É〉 日又 はその執行を受 する がと な ・
=〉

く 日カ 5ら
年 し 者ヽの有無 有・⑮

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不
法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯
る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、
とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑
したことにより、又は国税若しくは地方税に関す
その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ 有・①

暴力団の構成員等の有無
有

認定又は仮認定 年を経過しなを | り取 さ消 れそ のしの取消 カ ら5日 し 法`人
は い ・ \t,\i

定款又は事業計画書の内容カ`法令等に違反している法人 ■国【団圏
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

添付

書類

上誼」畳整塑中賜扱曙長等から交付を手けた̈ 彗

る場合は、その他の事務所所在の淵舶城こ分に係る納税証明書も添付すること

ら る

(注 1)その他の事務所があ

の 4

(注 2)役:員報酬規程等提出書には添付不要

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

重加算税又は地方税|国税に こ係る れた 経過
る係 動 噂 さ金を課 カ 3日 ら レ年を しな 法 人 □日団D

次のいうンし力ヽこ該当する法人

イ 暴力団
は い ・ \li \.:i.

ロ 暴力団又は暴力団の構成員‐等の統制下にある法人
は い ・ えヽ

ヽ″

V



書式第 16号 (法第 44条・ 51条・ 58条関係 )

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ 。ジャパン

▼

‐

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予

定年月
実施予定場所

従事

者の

予定

人数

受益対象者の範

囲及び予定人数

寄附金充当

予 定 額

(千 円 )

の子

ども達並びにその
家族および地域社
会のための地域開
発支援事業

開発途上 l,■ヽ
:tイ0

ける、大規模自然
災害または紛争等
の発生時における
緊急人道支援およ
び復興支援事業

こよる地
域開発事業への支援
・日本のひとり親困窮
世帯等への食品配給
支援

・災害復興支援

通年 カンボジア ~
インドネシア
バングラデシュ
インド
ネパール
エチオビア
チャド

国内

6 現地プロジェ
クト受益者
約 14(ЮO人

品川区・大田
区のひとり親
生活困窮世帯
約嵌Ю世帯

32,OЮ0

通年 カンボジア  ~
インドネシア
バングラデシュ
インド
ネパール
エチオピア
チャド
その他大規模人
道危機が発生し
た国

国内

6 緊急人道支援
事業受益者
約 20pЮ 人

",α
Ю

への支援者と、開
発途上国の子ども
達ならびにその家
族および地域社会
との間の相互理解
の促進

ロ ェクト受
益者と支援者の相互
理解促進

・会報発行・送付

・支援者サービス

通年 カンボジア
インドネシア
バングラデシュ
インド
ネパール
エチオピア
チャド

国内

6 現地プロジェ

クト受益者
約 40m人

子どもサポー
ター

約 2,(κЮ人

10,0〔X)

国際協力に対する
日本の人々の理解
を深める啓発事業

・メールマガジン発行

・ホームページでの情
幸晨州言

・政策提言

。お絵かきコンテスト

・フェスティ′シレヽ の
参加 (グローバルフェ
スタ|⇒

通年 カンボジア
インドネシア
バングラデシュ
インド
ネパール
エチオピア
チャド

国内

6 現地プロジェ

クト受名繍争
約 40Ю人

品川区・大田
区のひとり親
生活困窮世帯
約 便Ю世帯

お絵かきコン
テスト参力願静
約 1,100人

フェステイバ

ル参加者
約 3∞ 人

8,∝Ю



国際協力に参加す
る機会を広く日本
の人々に提供する
普及活動

・募金箱配布

・インターネットでの
儲嘔劉言

・イベント企画。実施
。ボランティア募集

通年
|カンボフア

~~~

|イ ンドネシア
|バングラデシュ

|イ ンド
ネパール
エチオピア
チャド    |

国内

6 現地プロジェ

クト受益者
約 14∝Ю人

ホームページ
閲覧者
約 2,(XЮ人

∞ ,CЮ0

寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名

ゆうちょ銀行振替口座 特定非営オ1幡・動法人

グッドネーバーズ。ジャパン

=菱UFJ銀行 本郷支店 普通預金 特定非営利活動法人

グッドネーバーズ・ジャパン
ジャパンネット銀行 ∞2支店 普通預金 特定非営禾1艇潮法人

グッドネーバーズ。ジャパン
みずほ銀行 本郷支店 普通預金 特定非営利活動法人

グッドネーバーズ。ジャパンヽ ″

ψ

(注意:中D
・ 「寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名」については、口座番号は記入する必要はありません。




